
 

 第１回 八潮市自治基本条例検証委員会 会議結果 

 

会 議 名 令和８年度 第１回八潮市自治基本条例検証委員会 

開催日時  令和８年６月５日（金） 午後２時００分から午後３時３０分まで 

開催場所  八潮市役所 ３－４会議室 

議 題 等 

（1） 委員長・副委員長の選任 

（2） 八潮市自治基本条例検証の基本的な進め方（案）及び検証スケジュ

ール（案）について 

（3） その他 

公開・非公開

の別 
 公開 

傍聴者数  ０人 

出席委員 

出席１５名 

（市民活動団体の代表者） 

昼間 竹雄、青木 利夫、秋山  隆、増田 朋美、柳田 昭彦 

金子 賢一、金澤 文子 

（学識経験を有する者） 

大谷 基道、岡村 圭子、小川 誠子 

（その他市長が必要を定めるもの・公募委員） 

田口 順子、平松 伸介、鹿野 雅巳、梅村  治、狩野  勉 

審議内容 会議録（要旨）のとおり 

 

会議録（要旨） 

１ 開会 

 

２ 委員長及び副委員長の選任 

   



３ 諮問 

  ・市長から条例の検証について、諮問を行った。 

 

４ 議事 

（１）八潮市自治基本条例検証の進め方（案）及び検証スケジュール（案）について 

【事務局説明】 

●資料１「八潮市自治基本条例検証の基本的な進め方（案）」 

・八潮市自治基本条例検証の基本的な進め方（案）」、「八潮市自治基本条例検証スケ

ジュール（案）」等について説明 

  ●資料２「八潮市自治基本条例 庁内検証結果報告書」 

・本委員会の検証に先立ち、本条例が各所属の業務の遂行にあたり、社会情勢と適合

しているかを庁内で検証したものとなっている。 

・条文や逐条説明書の内容などに対する、業務の運用状況や成果に関して、各所属の

意見を記載したものとなっており、検証の参考にしていただきたい。 

   

 【意見等】 

●委 員：第５章・市議会について、市議会の役割と責務、議員の責務があるが、検

証過程において、議会はどのように関わるのか。 

（事務局）これまで市議会について検証委員会からご意見をいただいたことはないが、

ご意見があれば議会にお伝えしたい。その中で議会に改正を求めた場合は、

市議会での検討結果を検証委員会に報告したい。 

●委 員：市議会についての検証はどのようにするのか。庁内検証結果もあるが、議

員は個別に意見を述べる場はないのか。 

（事務局）庁内検証結果の「市議会」部分については、議会事務局で検証したものと

なっている。 

 ●委 員：市民の定義が分からない。また、本市には東京都のような貸借対照表がな

いようだが、自治基本条例のどこに当たるのか。市の財産等の状況を市民

に示すことを条例にできないのかと思っている。 

●委 員：自治基本条例は漠然とした言葉が羅列されている。解釈は人それぞれ違う

だろう。 

●委 員：道路陥没事故で市が対策を講じることを逐条説明書にどのように盛り込ん

でいくのか。「危機管理」に関わると思うが、盛り込むのか否かは検討す

べきことなのか。 

●委 員：前回の検証委員会で、新しいものを造るのでなく今のインフラをどれだけ

維持するか、どうメンテナンスをするかだという話をした。庁内検証で社



会情勢の変化が挙げられているが、こんな生易しいものではない。 

●委 員：子供会がなくなりそうな状況で、子どもたちの顔もだんだんと見えなくな

っている。町会を退会する人もいる。どう持ち堪えていくか心配だ。今後

の方向性を考えていきたい。 

●委 員：自治基本条例と経済をどう結び付けられるか。前文がなぜあるのか。ある

ことによって難しくなっているのか疑問に思う。 

●委 員：検証を進めるに当たって社会情勢の変化に敏感になっていかなければなら

ないと考えている。変化が速く、激しい。「８０５０」は今「９０６０」

になっている。ケアラーについてもヤングだけでなくビジネスケアラー、

介護を仕事が両立できるのかという問題もある。 

●委 員；この検証委員会でどこまでやるのか。財政の指標の出し方もある。アセッ

トマネジメントが今後どうなっていくのか。町会の存亡の危機などの大き

な課題がある中でどうやって検証委員会を進めていくのか。 

●委 員：自治基本条例のパンフレットは市民に配布しているのか。 

（事務局）自治基本条例のリーフレットは市民協働推進課の窓口で配布している。市

のホームページにも掲載している。自治基本条例制定の際には、広報やし

おに逐条説明書を掲載したことはある。 

●委 員：自治基本条例は法律の策定にはない。当たり前のスタンスを明文化して理

念的に市民に知ってもらうことが主眼となっている。地域の自治をどのよ

うに進めるかを再認識しようと様々な自治体で自治基本条例を制定した。

作らなくてもよいものをあえて地域の自治の方向性を示すために作った

ので、適切に:運用されるように議論することが重要である。アップデー

トして今にふさわしいものであるかどうか議論することは大事だと思う。 

今後の進め方だが、条文を分けて議論するのか。 

●委員長：章ごとに進めるのではないかと思っている。 

（事務局）第５回は答申になるので、第２回から第４回の計３回ぐらいで議論してい

ただきたいと考えている。先ほど説明した「意見・質問事項」を事前に提

出していただき、ご意見等のあったところをピックアップして議論してい

ただきたいと考えている。 

●委員長：順番に丁寧に議論していかなければならないので、１回に１章から３章ず

つ審議し、次の検証委員会の審議予定も示していきたい。 

     次回は第１章から第３章くらいまでを審議したい。 

 【結果】 

   ・八潮市自治基本条例検証の基本的な進め方（案）及び検証スケジュール（案）は 

原案のとおり進めることとする。 



５ その他（事務局説明） 

   ・第２回の委員会は８月２０日(木)午後２時からの開催を予定している。 

   ・第３回以降については、資料１・別紙２「八潮市自治基本条例検証スケジュール

（案）」のとおり開催を予定している。 

     第３回 １０月２９日(木)午後２時～ 

     第４回 １２月１８日(金)午後２時～ 

第５回 ２月５日(金)午後２時～ 

 

６ 閉会 


